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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の柱の内部に設けられた線路を介して電圧が供給されるＬＥＤ素子を含む発光部
から照射される光により道路を照らすＬＥＤ道路灯であって、
　前記柱には、当該柱の内部を露出させるための開口部が形成されると共に、前記開口部
を覆い、取り外し可能な蓋部が設けられており、
　配電線からの電圧が一次側に供給されると共に、端子台部を内蔵した前記開口部の内側
に設けられた接続箱と、
　前記接続箱の二次側より出力される第１ラインと、
　前記第１ラインが一次側に入力され、前記第１ラインを介して供給される電圧を所定の
電流電圧形態に変換して二次側より出力する電源装置と、
　前記電源装置の二次側から出力される複数の第２ラインと、
　前記発光部に接続される複数の第３ラインと、
　前記複数の第２ラインと前記複数の第３ラインを一時に連結／解除可能な接続コネクタ
とを有し、
　前記接続コネクタは前記接続箱の外側に配置されており、
　前記発光部又は前記電源装置の状態を検知して表示する点検用表示装置を備え、
　前記点検用表示装置は、前記蓋部が取り外されている状態において、表示部が前記開口
部を介して露出される位置に配置されていることを特徴とするＬＥＤ道路灯。
【請求項２】
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　突出部を前記柱の開口面に向けて配置した凸形状の取付部材を前記開口部内に有し、
　前記取付部材の前記突出部の面上に前記接続箱が設置され、前記突出部よりも奥に位置
する面上に前記点検用表示装置が設置されていることを特徴とする請求項１に記載のＬＥ
Ｄ道路灯。
【請求項３】
　前記蓋部には前記柱の外側から前記開口部内の一部分を視覚的に確認させるための開口
窓が設けられており、
　前記蓋部を取り付けた状態において、前記点検用表示装置の前記表示部に対向するよう
に前記開口窓が位置していることを特徴とする請求項１又は２に記載のＬＥＤ道路灯。
【請求項４】
　前記接続箱の上方と下方に、それぞれ前記電源装置及び前記点検用表示装置を備えるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のＬＥＤ道路灯。
【請求項５】
　前記蓋部が取り外された状態において、前記開口部の内側に係る前記接続箱の上方又は
下方には空隙が設けられており、
　前記電源装置は、前記接続箱を取り外すことなく、前記空隙を介して前記開口部から前
記柱の外側に取り出し可能に設置されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載のＬＥＤ道路灯。
【請求項６】
　前記接続箱が、前記配電線から供給されるラインと前記第１ラインとの接続／遮断を制
御する開閉部を含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のＬＥＤ道路灯
。
【請求項７】
　前記接続コネクタ及び前記接続箱が防水性を有していることを特徴とする請求項１～６
のいずれか１項に記載のＬＥＤ道路灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光部から照射される光により道路を照らす道路灯に関し、特に発光部にＬ
ＥＤ素子を含む道路灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般道路や高速道路には、夜間に道路を照らすための道路灯が多数設置されている。こ
れらの道路灯の発光部には、ナトリウムランプ、水銀灯、セラミックメタルハライドラン
プなどのＨＩＤ（High Intensity Discharge：高輝度放電）ランプが用いられることが多
い。また、近年では、省エネルギー化が可能なＬＥＤ（Light Emitting Diode）の性能向
上により、照明用途への実用が広がり始めており、従来、水銀灯や高圧ナトリウムランプ
といった高出力の光源が中心であった道路照明にも、このＬＥＤが使われるようになって
きている
（例えば、下記特許文献１参照）。
【０００３】
　また、下記特許文献２には、柱に開口部を設けて当該開口部内に配電ボックスを設置し
た一般的な道路灯の構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２４２２５８号公報
【特許文献２】特開２０１１－３８３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　近年、照明器具では点灯装置に電子式点灯装置を用いることで高効率化が進んでおり、
ＬＥＤ道路灯においても電子式電源装置を用いている。ただし、電子式電源装置は電子部
品を含む構成であるため、雷サージ等により従来の照明器具に無い故障が生じやすいこと
から、電源回路の二重化により、配線を複数に分ける方式が採用されてきている。この方
式を採用するＬＥＤ道路灯は、以下のような構成となる。
【０００６】
　図６は従来のＬＥＤ道路灯内部の結線状態を模式的に示した図である。従来構成のＬＥ
Ｄ道路灯１００は、発光部（２１，２２）、電源装置（３１，３２）、接続箱６０を有す
る。図６には図示していないが、電源装置（３１，３２）及び接続箱６０が、道路灯を構
成する柱の低い位置に設けられた開口部に収容されており、柱内部に這わせられたそれぞ
れの電源供給ライン（以下、「ライン」と称する。）を介して配電網４０Ａから供給され
る電圧が発光部（２１，２２）に供給される ことで、発光部（２１，２２）が点灯する
仕組みである。
【０００７】
　なお、図６では、上り線を照明する発光部２１と下り線を照明する発光部２２を備えた
、道路の中央分離帯に設けられる従来構成のＬＥＤ道路灯１００が図示されている。
【０００８】
　例えば高速道路に設置される道路灯においては、接続箱を歩道上に設置できる信号柱と
は異なり、接続箱を設置する領域を路面上に確保できない事情が存在する。このため、接
続箱６０を柱内部に収容する必要がある。また、点検作業等の効率性を鑑み、柱の低い位
置に当該接続箱６０が設置されている。
【０００９】
　配電網４０Ａに接続されるライン７１は、いったん接続箱６０の一次側端子に接続され
る。そして、接続箱６０の二次側端子から、ライン７２を介して電源装置３１に、ライン
７３を介して電源装置３２に、それぞれ電圧が供給され、電源装置３１及び電源装置３２
において、発光部２１及び２２を構成するＬＥＤ素子への電源供給に適した電流電圧形態
に変換される。変換後の電圧は、電源装置３１からライン７４を介して接続箱６０の端子
に入力され、同接続箱６０の別の端子からライン７６を介して発光部２１へと供給される
。同様に、電源装置３２からは、ライン７５を介して接続箱６０の端子に入力され、同接
続箱６０の別の端子からライン７７を介して発光部２２へと供給される。なお、ライン７
９は発光部（２１，２２）の調光用の制御線又は通信線であり、配電網４０Ｂから制御用
の電圧信号が供給される構成である。
【００１０】
　ＬＥＤ素子は、直流電流が供給されることで点灯する 。同一の電気的性能を有するＬ
ＥＤ素子であれば、同一の電圧を供給することで同一の明るさが実現されるが、このＬＥ
Ｄ素子内での電圧降下Ｖｆの値は、プロセス過程において各素子間でバラつきが生じるこ
とが知られている。従って、定電圧電源装置 を用いて各ＬＥＤ素子に対して同等の明る
さを実現するためには、抵抗器の抵抗値を細かく調整する必要がある。そこで、一般的に
は電源装置（３１，３２）として定電流電源装置が用いられる。
【００１１】
　発光部（２１，２２）をＬＥＤ素子で実現する場合、照明の機能を十分に確保するため
には、各発光部に複数のＬＥＤ素子を配置する必要がある。定電流電源装置を用いてＬＥ
Ｄ素子を点灯する場合、この複数のＬＥＤ素子を並列接続すると、ＬＥＤ素子間における
前記電圧降下Ｖｆの値のバラつきにより分流が偏るという問題が発生するため、定電流電
源装置と複数のＬＥＤ素子とを直列に接続するのが好ましい。しかし、上述したように、
電源装置（３１，３２）は電子部品を含む構成であり、従来の銅鉄巻き線の安定器に比べ
て例えば雷サージ等に由来する故障が生じやすい。このため、上記のように直列に接続し
た場合、 一の電源装置に対してＬＥＤ素子が直列に接続された回路が１回路しか存在し
なければ、電源装置に何らかの故障が発生した場合に、発光部（２１，２２）を構成する
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全てのＬＥＤ素子が消灯してしまう。道路灯が安全確保のために道路を照明する役目を果
たしていることに鑑みれば、このような事態を招くことは問題である。そこで、図６に示
すとおり、電源回路を二重化して配線を複数に分けることで、道路灯が道路を確実に照明
することに対する安全性を確保している。
【００１２】
　上記の背景の下、図６に示す従来構成のＬＥＤ道路灯１００では、電源装置３１の二次
側からは接続箱６０に向かう２系統のライン７４が形成され、同様に電源装置３２の二次
側からも接続箱６０に向かう２系統のライン７５が形成されている。接続箱６０内では、
２系統のライン７４と２系統のライン７６がそれぞれに接続され、同様に、２系統のライ
ン７５と２系統のライン７７がそれぞれ接続される。接続箱６０からは発光部２１に向か
う２系統のライン７６、及び発光部２２に向かう２系統のライン７７が形成される。 
【００１３】
　このように、発光部（２１，２２）にＬＥＤ照明を用いることで、電源装置（３１，３
２）の二次側に接続されるライン７４及び７５、及び発光部（２１，２２）に接続される
ライン７６及び７７がそれぞれ２系統となる。このため、接続箱６０内に存在するライン
の数が膨大となり、端子同士の接続が複雑化することが避けられない。
【００１４】
　図７は、従来構成のＬＥＤ道路灯１００に用いられる接続箱６０の内部構成を模式的に
示した図である。接続箱６０は、端子台部６１の他、ブレーカー６２を備えている。
【００１５】
　端子台部６１は、接続箱６０の一次側に入力されるラインと、接続箱６０の二次側から
出力されるラインを安定的に接続するための部品であり、各ラインを構成するケーブルを
所定の箇所に差し込んでネジ締め等を行うことで、２ライン間を電気的に安定した状態で
接続することができる。
【００１６】
　また、ブレーカー６２は、例えば従来構成のＬＥＤ道路灯１００の点検作業を行う際に
配電網４０Ａ／４０Ｂからの電源供給を接続箱６０内で確実に遮断するために設けられた
部品である。例えば高速道路に設置される道路灯に用いられるブレーカー６２は、前述の
接続箱６０と同様に、歩道などの別の箇所に設置することができないという事情があるた
め、小型のブレーカー６２を柱内部に形成された接続箱６０に一体収容している。
【００１７】
　ところで、道路灯は、設置される道路における構造上の制約や景観上の問題から、柱を
極端に太くすることができない 上、前記開口部は、強度の関係からなるべく小さくして
おく必要がある。また、上述したように、点検作業等の効率性に鑑みると、あまり高い位
置に開口部を設けることはできないという事情がある。つまり、接続箱６０等を内蔵させ
るための開口部の設置箇所及び大きさには一定の制約が存在する。このことは、必然的に
接続箱６０自体の大きさにも制約が発生することを意味する。また、長寿命化された Ｌ
ＥＤ照明の採用に伴い、従来の道路灯では不要であった、照度の低化やＬＥＤ道路灯の故
障状態を視覚的に確認するための点検用の表示装置を開口部内に備える場合もあり、この
ような場合、接続箱６０自体の大きさに課される制約はより顕著なものとなる。
【００１８】
　これに加えて、上述したように、ＬＥＤ照明の採用に伴い、電源回路の二重化を行うこ
とによりラインの数が増加する。しかも、前述したように、ブレーカー６２を接続箱６０
内に内蔵する構成とすることで、端子台部６１の設置領域は狭くなり、当該端子台部６１
に設けることのできる端子数にも限界が生じる。このような場合、端子台部６１の一の端
子に半ば強引に複数本のラインを入れ込むことで、一組の端子で複数組のライン間の電気
的接続の形成を行う必要がある場合には、作業時に誤配線や接触などの事故が生じるおそ
れがある。特に、ＬＥＤは直流電圧を受けて直流電流が流れることで発光するため、接続
時には配線の極性にも注意する必要があり 、誤配線による事故の影響は従来の道路灯と
比較してかなり大きくなっているといえる 。
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【００１９】
　また、電源装置（３１，３２）の故障時には、当該電源装置本体又はその構成部品を交
換する必要がある。しかし、上述のとおり、柱の内部 に設けられた開口部の空間は狭く
、かかる空間内に接続箱６０、電源装置（３１，３２）及び各ラインを形成する必要があ
ることから、従来構成では接続箱６０よりも開口部内の奥に位置する箇所に電源装置（３
１，３２）を配置せざるを得なかった。 この結果、接続箱６０を取り外さなければ電源
装置（３１，３２）を交換することができなかった。接続箱６０を取り外すためには、こ
の接続箱６０内で結線されている全てのラインを外す必要がある。 通常、高速道路など
でこのような作業を行う場合には、安全性を鑑みて通行車両の少ない夜間に行うことが多
いが、電源装置（３１，３２）を交換するために、暗がりの中で接続箱６０内の全てのラ
インを外した上で接続箱６０を取り外すという作業が必要となり、作業員への負荷、誤配
線や接触などの事故が生じるおそれがある。
【００２０】
　本発明は上記の課題に鑑み、接続箱内部での配線を簡略化することで、誤配線や接触な
どの事故の発生を未然に防ぐと共に、接続箱を小型化し、電源装置の交換作業を容易にし
たＬＥＤ道路灯を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の課題に鑑み、本発明のＬＥＤ道路灯は、
　中空状の柱の内部に設けられた線路を介して電圧が供給されるＬＥＤ素子を含む発光部
から照射される光により道路を照らすＬＥＤ道路灯であって、
　前記柱には、当該柱の内部を露出させるための開口部が形成されると共に、前記開口部
を覆い、取り外し可能な蓋部が設けられており、
　配電線からの電圧が一次側に供給されると共に、端子台部を内蔵した前記開口部の内側
に設けられた接続箱と、
　前記接続箱の二次側より出力される第１ラインと、
　前記第１ラインが一次側に入力され、前記第１ラインを介して供給される電圧を所定の
電流電圧形態に変換して二次側より出力する電源装置と、
　前記電源装置の二次側から出力される複数の第２ラインと、
　前記発光部に接続される複数の第３ラインと、
　前記複数の第２ラインと前記複数の第３ラインを一時に連結／解除可能な接続コネクタ
とを有し、
　前記接続コネクタは前記接続箱の外側に配置されている ことを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、電源装置の二次側から出力される複数のライン（第２ライン）と、
発光部に接続される複数のライン（第３ライン）が、接続コネクタを介して一時に連結／
解除可能である。発光部をＬＥＤ素子で構成したことで、補償のために 発光部に対して
接続される第３ラインが複数形成され、同様にＬＥＤ素子への供給に適した電源を出力す
るための電源装置の二次側からも、同様に複数の第２ラインが出力される。このとき、各
第２ラインと各第３ラインとを正しく接続させる必要がある。
【００２３】
　従来のように、接続箱内にてこれらのライン同士を接続する場合、各第２ラインを所定
の端子台に差し込み、対応する各第３ラインを所定の端子台に差し込む必要があり、狭い
接続箱内において多くのラインをそれぞれ適切に接続するのは困難であった。特に、ＬＥ
Ｄ素子は直流電流によって駆動されるので、各ラインの極性についても注意して接続する
必要があるため、ＨＩＤランプの場合よりも更に注意深く接続を行う必要がある。
【００２４】
　これに対し、本構成によれば、単に接続コネクタを連結／解除することで、複数の第２
ラインと複数の第３ラインを一時に連結／解除することができる。よって、これらのライ
ン同士の接続／解除に必要な工程が簡素化される。
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【００２５】
　また、本構成では、この接続コネクタが接続箱の外側に配置される。このため、複数の
第２ラインと複数の第３ラインの接続を、接続箱の内部で行う必要がない。このことは、
これら複数の第２ライン及び複数の第３ラインを接続箱の内部に引き込む必要がないこと
を意味する。 従来構成では、電源装置の二次側から出力されていた複数のラインと、発
光部に向かう複数のラインは、接続箱の内部で接続／解除が形成されていた。しかし、 
本発明の構成としたことで、各第２ライン及び第３ライン並びに端子台が接続箱内部で占
有していた空間が不要となる。これにより、従来よりも更に小型の接続箱を採用すること
が可能となる。
【００２６】
　また、上記の構成では、接続箱を従来よりも小型化することができるため、柱の開口部
の内側において、接続箱の鉛直上下方向に従来よりも広い空間が形成される。この空間を
利用して、例えば前記発光部又は前記電源装置の状態を検知して表示する点検用表示装置
を、ＬＥＤ道路灯に設けることができる。また、前記点検用表示装置は、前記蓋部が取り
外されている状態において、表示部が前記開口部を介して露出される位置に配置される構
成とするのが好適である。これにより、蓋部を取り外した後、作業員が開口部内を上方向
又は下方向に覗きこむことなく、ほぼ正面の位置から点検用表示装置の表示部（表示画面
）を視覚的に確認することができる。
【００２７】
　なお、前記蓋部に前記柱の外側から前記開口部内の一部分を視覚的に確認させるための
開口窓を設け、前記蓋部を取り付けた状態において前記点検用表示装置の前記表示部に対
向するように前記開口窓が位置するような構成とするのも好適である。このような構成と
することで、作業員は、蓋部を取り外すことなく点検用表示装置の表示画面を視覚的に確
認することができる。
【００２８】
　また、同様に、上記の構成では、開口部の内側において、接続箱の鉛直上下方向に従来
よりも広い空間が形成されることから、接続箱を外すことなくこの空間を介して電源装置
の取り出し／取付けが可能な構成とするのも好適である。すなわち、上記構成に加えて、
前記蓋部が取り外された状態において、前記開口部の内側に係る前記接続箱の上方又は下
方には空隙が設けられており、前記電源装置は、前記接続箱を取り外すことなく、前記空
隙を介して前記開口部から前記柱の外側に取り出し可能に設置されるものとするのが好適
である。
【００２９】
　また、本発明のＬＥＤ道路灯は、上記の特徴に加えて、
　突出部を前記柱の開口面 に向けて配置した凸形状の取付部材を前記開口部内に有し、
　前記取付部材の前記突出部の面上に前記接続箱が設置され、前記突出部よりも奥に位置
する面上に前記点検用表示装置が設置されていることを別の特徴とする。
【００３０】
　これにより、開口部を正面にした作業員は、接続箱が前面に位置するため、 接続箱内
の接続作業の効率性が高まる。また、点検用表示装置を、突出部よりも奥に位置する取付
部材の面上に配置することで、接続箱の鉛直上下方向に空間が形成される。このような構
成とした場合に、更に接続箱を中心として点検用表示装置よりも上下方向に係る外側の位
置に電源装置を配置することで、接続箱の鉛直上下方向に形成された空間を介して、接続
箱及び点検用表示装置を取り外すことなく電源装置を開口部の外側へと取り外すことが可
能となる。
【００３１】
　また、本発明のＬＥＤ道路灯は、上記の特徴に加えて、
　前記接続箱の上方と下方に 、それぞれ前記電源装置及び前記点検用表示装置を備える
ことを別の特徴とする。
【００３２】
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　また、本発明のＬＥＤ道路灯は、上記の特徴に加えて、
　前記接続箱が、前記配電線から供給されるラインと前記第１ラインとの接続／遮断を制
御する開閉部を含むことを別の特徴とする。
【００３３】
　一のＬＥＤ道路灯が一の発光部を備える場合は一の電源装置が必要となり、当該発光部
及び電源装置の状態を検知するために、一の点検用表示装置が必要となる。同様に、一の
ＬＥＤ道路灯が上り道路を照明する発光部と下り道路を照明する発光部の２系統を備えた
構成である場合、それぞれの発光部に電源電圧を供給するために、２つの電源装置が必要
となり、それぞれの発光部及び電源装置の状態を検知して表示するために、２つの点検用
表示装置が必要となる。ここで、一のＬＥＤ道路灯で２系統の発光部を有する構成を実現
する場合、１系統の場合と比較して配線数が２倍となる。上述したように、電源装置の二
次側から出力される複数のラインと発光部に向かう複数のラインを接続箱内部で接続させ
る従来構成の場合、１系統の場合でも接続箱内部に極めて多くのラインが存在していたこ
とに鑑みれば、一の道路灯で２系統の発光部を有する構成とすると、その接続箱内部のラ
イン数は極めて膨大となり、複雑な結線状態となる。このため、誤配線や接触などの事故
の発生の可能性が更に増大するおそれがあった。しかし、本発明の構成によれば、各第２
ラインと各第３ラインを接続箱の外側に位置させることができるので、開閉部を備えた一
の接続箱を介して配電網から２系統の発光部に電源を供給する態様としても、接続箱内部
が複雑な結線状態となることがなく、誤配線や接触などの事故の発生を防ぐことができる
。
【００３４】
　なお、本発明の構成によれば、接続箱に防水機能を持たせた場合であっても接続箱の外
側に位置させる接続コネクタは、接続箱が有する防水機能の恩恵を受けることができない
。従って、前記接続箱並びに前記接続コネクタに防水性を付加するのが好適である。これ
により、雨水等が柱内部や接続箱内部に流入することによる漏電等の事故の発生を防止す
ることができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明のＬＥＤ道路灯によれば、接続箱内部での配線が簡略化されるので、誤配線や接
触などの事故の発生を未然に防ぐことができる。また、接続箱を小型化することができる
ので、接続箱の鉛直上下方向に従来より広い空間を設けることができる。これによって、
例えば接続箱を取り外すことなく電源装置を交換したり、作業員の見やすい位置に点検用
表示装置の表示画面を設置したりすることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ＬＥＤ道路灯の外観構成を示す模式図である。
【図２Ａ】ＬＥＤ道路灯の開口部付近を拡大して示す模式図であり、開口部の開口面を正
面にしたときの正面図に対応する。
【図２Ｂ】ＬＥＤ道路灯の開口部付近を拡大して示す模式図であり、開口部の開口面を横
にしたときの側面図に対応する。
【図３Ａ】ＬＥＤ道路灯の内部の結線状態を模式的に示した図である。
【図３Ｂ】図３Ａにおいて、接続箱３０の内部並びに近傍を拡大した模式図である。
【図４Ａ】ＬＥＤ道路灯の開口部付近を拡大して示す別の模式図であり、開口部の開口面
を横にしたときの側面図に対応する。
【図４Ｂ】図４Ａにおいて、開口窓を設置した蓋部を正面にしたときの正面図に対応する
。
【図５】ＬＥＤ道路灯の接続箱３０の内部並びに近傍を拡大した別の模式図である。
【図６】従来のＬＥＤ道路灯の内部の結線状態を模式的に示した図である。
【図７】従来の接続箱６０の内部構成を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３７】
　本発明の道路灯につき、図面を参照して説明する。なお、図６を参照して説明した構成
要素と同一のものについては、同一の符号を付している。また、各図において図面の寸法
比と実際の寸法比は必ずしも一致しない。
【００３８】
　［外観図］
　図１は、道路灯の外観構成を示す模式図である。道路灯１は、柱２に支持される発光部
（２１，２２）から照射される可視光により道路（３Ａ，３Ｂ）を照明することができる
構成である。なお、本実施形態において、発光部（２１，２２）はＬＥＤ素子を含む構成
である。
【００３９】
　図１では、中央分離帯上に道路灯１が設置され、一の道路灯１が１組の発光部（２１，
２２）を備えると共に、一方の発光部２１が上り道路３Ａを、他方の発光部２２が下り道
路３Ｂを照明する態様が図示されている。ただし、図１はあくまで一例であり、本発明は
、必ずしも道路灯１が２個１組の発光部（２１，２２）を備える構成に限定されるもので
はない。例えば、路側帯に設置される道路灯においては、１個の発光部を備える構成とし
て構わない。
【００４０】
　道路灯１は、中空状の柱２を有して構成され、柱２の下方位置には柱２の中空部分（内
部）を露出させるための開口部１１が形成されている。更に、この柱２には開口部１１を
覆い、取り外しが可能な蓋部１２が設けられている。
【００４１】
　後述するように、開口部１１内には、配電網から交流電圧が供給される電源ラインが一
次側に入力される接続箱等、発光部（２１，２２）を構成するＬＥＤに電力を供給するた
めの配電用設備が収容されている。また、開口部１１が柱２の下方位置に設けられること
で、作業員による点検や部品の交換が容易な構成となっている。
【００４２】
　図１に示す道路灯１は、例えば高速道路の路側帯や中央分離帯、一般道路の路側帯など
への設置を想定したものである。図示していないが、一例として道路灯１の底部から線路
を介して電源電圧が供給されるものとすることができる。
【００４３】
　［内部構成及び給電システム］
　図２Ａ及び図２Ｂは、道路灯１の開口部１１付近を拡大して示す模式図である。図２Ａ
は、開口部１１の開口面に向かった正面図、図２Ｂは開口部１１の開口面を横にした側面
図に対応する。なお、図２Ａでは開口部１１が露出されている状態を示しており、図２Ｂ
は開口部１１が蓋部１２によって覆われている状態を示している。
【００４４】
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、開口部１１内には接続箱３０、電源装置（３１，３２
）、及び点検用表示装置（３５，３６）等が構成されている 。この図では、蓋部１２を
取り外した状態において、接続箱３０及び点検用表示装置（３５，３６）が露出している
。つまり、蓋部１２を取り外した作業員は、開口部１１の開口面に相対すると、点検用表
示装置（３５，３６）の表示部を視覚的に確認することができる。一方、電源装置（３１
，３２）は開口部１１の開口面よりも外側に位置しておりほとんど露出していない。ただ
し、電源装置（３１，３２）についても、開口部１１の開口面に対して大半が露出するよ
うな位置に設置されていても構わない。なお、以下、点検用表示装置のことを、単に「表
示装置」と略記する。
【００４５】
　また、図２Ｂに示すように、本実施形態では、接続箱３０及び表示装置（３５，３６）
を設置するための取付部材５０が開口部１１内に設けられている。この取付部材５０は、
突出部５０Ａを開口部１１の開口面に向けた凸形状を有しており、この突出部５０Ａの面
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上に接続箱３０が配置されている。また、開口部１１に対して突出部５０Ａより奥に位置
する取付部材５０の部分５０Ｂの面上には表示装置（３５，３６）が配置されている。そ
して、この表示装置３６の上方には電源装置３２が、表示装置３５の下方には電源装置３
１がそれぞれ設置されている。
【００４６】
　後述するように、本発明の道路灯１によれば、電源供給のためのラインの接続方法を工
夫したため、従来の接続箱６０と比較して、接続箱３０の小型化が実現できる。これによ
り、開口部１１内に係る接続箱３０の鉛直上下方向に、空間Ｄ１及びＤ２を設けることが
可能となる。これにより、電源装置３２については空間Ｄ１を介して、また電源装置３１
については空間Ｄ２を介して、それぞれ開口部１１から柱２の外部へ取り出すことが可能
となる。つまり、接続箱３０を取り出すことなく電源装置（３１，３２）を柱２の外部に
取り出すことが可能となる。
【００４７】
　また、接続箱３０を突出部５０Ａの面上に配置したことで、接続箱３０を柱２の中心軸
よりも開口部１１の開口面に近い箇所に位置させることができる。これにより、作業員は
接続箱３０内での施工を容易にすることができる。
【００４８】
　以下、接続箱３０、電源装置（３１，３２）、表示装置（３５，３６）、及び発光部（
２１，２２）を電気的に接続するための結線状態につき、別の図面を参照して詳細に説明
する。
【００４９】
　図３Ａは、従来構成のＬＥＤ道路灯１００を示す図６にならって、道路灯１の内部の結
線状態を模式的に示す図である。また、図３Ｂは、図３Ａにおいて接続箱３０の内部並び
に近傍を拡大した模式図である。
【００５０】
　本発明の道路灯１が備える接続箱３０は、配電網４０Ａからの電圧がライン７１を介し
て当該接続箱３０の一次側に供給される。そして、接続箱３０の二次側より出力されるラ
イン１５は、電源装置３１の一次側に入力され、同様に接続箱３０の二次側より出力され
るライン１６は、電源装置３２の一次側に入力される。このライン１５及びライン１６は
、「第１ライン」に対応する。
【００５１】
　つまり、接続箱３０は、配電網４０Ａからのライン７１と、電源装置（３１，３２）の
一次側に接続される第１ライン（１５，１６）とを端子台部３０Ｂ及び端子台部３０Ａを
介して接続する。なお、端子台部３０Ａは遮断部（図示しない。）を含む構成であり、こ
の遮断部が操作されることで、ライン７１とライン１５、並びにライン７１とライン１６
との遮断を制御できる構成である。端子台部３０Ａは、一例としてヒューズ機能が内蔵さ
れた端子台で構成することができる。また、端子台部３０Ｂは開閉部を含む構成である。
【００５２】
　ライン１５を介して供給される電圧は、電源装置３１内にて所定の電流電圧形態に変換
され、ライン１７から出力される。同様に、ライン１６を介して供給される電圧は、電源
装置３２内にて所定の電流電圧形態に変換され、ライン１８から出力される。ここで、上
述したように、発光部（２１，２２）がＬＥＤ素子を含む構成であるため、補償用に配線
を多重化する観点から、ライン１７及び１８は、複数のラインで構成されている。ライン
１７及びライン１８は、「第２ライン」に対応する。
【００５３】
　発光部２１に接続される複数のラインを被覆したライン５と、電源装置３１の二次側か
ら出力される複数のライン１７は、接続コネクタ７を介して一時に連結が可能に構成され
ている。この接続コネクタ７を外すことで、接続箱３０を開閉することなく複数のライン
５と複数のライン１７の連結を一時に解除することが可能となる。同様に、発光部２２に
接続される複数のラインを被覆したライン６と、電源装置３２の二次側から出力される複
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数のライン１８は、接続コネクタ８を介して一時に連結が可能に構成されている。この接
続コネクタ８を外すことで、複数のライン６と複数のライン１８の連結を一時に解除する
ことが可能となる。ライン５及びライン６は「第３ライン」に対応する。
【００５４】
　また、接続箱３０の二次側からは、別のライン４１及び４２も出力されている。配電網
４０Ｂからは、ライン７９を介して発光部（２１，２２）の調光等に係る制御用の電圧信
号が供給される。このライン７９と、ライン４１及び４２が端子台部３０Ｂを介して接続
され、電圧信号がライン４１を介して表示装置３５に、ライン４２を介して表示装置３６
にそれぞれ入力される。なお、配電網４０Ａ及び４０Ｂは、例えば中性線を共通化した一
の配電網において、それぞれ異なる線間電圧が供給される構成としても構わないし、完全
に別の配電線から電圧が供給される構成としても構わない。
【００５５】
　端子台部３０Ｂは開閉部を含む構成であり、この開閉部が操作されることで、配電網４
０Ａに接続されるライン７１と電源装置（３１，３２）に接続されるライン１５及びライ
ン１６、並びに配電網４０Ｂに接続されるライン７９と表示装置（３５，３６）に接続さ
れるライン４１及びライン４２との接続／遮断を制御することができる構成である。なお
、端子台部３０Ｂは、電源装置（３１，３２）や表示装置（３５，３６）の点検や交換の
ために一時的に開閉することのできる機能を有するものであればよい。よって、電源装置
（３１，３２）の動作用電源を供給するための接続部を構成する端子台部３０Ａのように
、過電流時の遮断機能を有する必要がなく、単に開閉機能を備えた端子台（例えばネジア
ップ式の断路端子台）で実現して構わない。これにより、通常の断路器で構成した場合よ
りも更に接続箱３０の小型化が実現できる。
【００５６】
　図３Ａに示すように、表示装置３５から出力される別のライン４３は、接続コネクタ４
５を介して電源装置３１から出力される別のライン４４と接続されている。このライン４
３及びライン４４を介して、表示装置３５は電源装置３１及び／又は発光部２１の動作状
態を監視することができる。表示装置３５には液晶画面等で構成される表示部が備えられ
、かかる動作状態に関する情報を表示することができる構成である。
【００５７】
　同様に、表示装置３６から出力される別のライン４６は、接続コネクタ４８を介して電
源装置３２から出力される別のライン４７と接続されている。このライン４６及びライン
４７を介して、表示装置３６は電源装置３２及び／又は発光部２２の動作状態を監視する
ことができる。表示装置３６には液晶画面等で構成される表示部が備えられ、かかる動作
状態に関する情報を表示することができる構成である。
【００５８】
　図３Ａに示すように、本発明の道路灯１は、電源装置（３１，３２）の二次側から出力
されるライン（１７，１８）と、発光部（２１，２２）に接続されるライン（５，６）と
が、接続コネクタ（７，８）によって接続箱３０の外部で連結されることで両ライン間の
電気的接続が確保される構成である。つまり、かかる構成とすることで、ライン（１７，
１８）、ライン（５，６）及びこの接続に寄与する接続コネクタ（７，８）のいずれも接
続箱３０の内部に収容する必要がない。このことは、これらのライン（１７，１８）及び
ライン（５，６）を接続箱３０の内部に引き込む必要がないことを意味する。
【００５９】
　図６を参照して上述したように、従来構成のＬＥＤ道路灯１００では、電源装置（３１
，３２）の二次側から出力されるライン（７４，７５）と、発光部（２１，２２）に接続
されるライン（７６，７７）との電気的接続は、接続箱６０内にて形成されていた。この
ため、これらのラインを全て接続箱６０の内部に引き込む必要があった。しかし、道路灯
１の構成としたことで、接続箱３０内を占有するラインの数を減少させることができ、こ
れによって従来よりも更に小型の接続箱３０を採用することが可能となる。
【００６０】
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　このように接続箱３０を小型化できることで、図２Ｂを参照して上述したように、接続
箱３０の鉛直上下方向に空間（Ｄ１，Ｄ２）を確保できるので、表示装置（３５，３６）
を開口部１１にほぼ対向する位置に設置できる。これによって、蓋部１２を取り外したと
きに作業員が開口部１１内を上方向又は下方向に覗きこむことなく、ほぼ正面の位置から
表示装置（３５，３６）の表示画面を視覚的に確認することができる。
【００６１】
　課題の項でも述べたように、発光部（２１，２２）をＬＥＤで構成したことで、ＨＩＤ
ランプを採用していた構造と比べて、単純に配線数が２倍となる。このため、従来のよう
に、接続箱６０内にて複数のライン７４と複数のライン７６、並びに複数のライン７５と
複数のライン７７をそれぞれ接続する場合、各ライン（７４，７５）を接続箱６０内の所
定の端子台に差し込むと共に、対応する各ライン（７６，７７）を所定の端子台に差し込
む必要があり、狭い接続箱６０内においてこれら多くのラインをそれぞれ適切に接続する
のは困難であった。特に、ＬＥＤで構成したことにより各ラインの極性にも留意する必要
がある上、道路灯の取付作業という性質上、交通量の少ない夜間作業を余儀なくされるケ
ースもあり、接続箱６０内で各ライン同士を正しく接続するという作業は作業員に対して
極めて大きい負担となっていた。
【００６２】
　しかし、道路灯１の構成によれば、単に接続コネクタ（７，８）を連結／解除すること
で、複数のライン（１７，１８）と複数のライン（５，６）を一時に連結／解除すること
ができるため、接続／解除に必要な工程が簡素化され、誤配線や接触などの事故の発生を
防ぐことができる。
【００６３】
　［別実施形態］
　〈１〉　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、蓋部１２に開口部１１の内部の一部を視覚的
に確認させるための開口窓（１３Ａ，１３Ｂ）を備える構成としても構わない。図４Ａは
、図２Ｂにならって図示したものであり、開口部１１の開口面を横にしたときの側面図に
対応する。また、図４Ｂは、蓋部１２を取り付けた状態の柱２を蓋部１２の近傍付近を拡
大して、蓋部１２を正面にしたときの正面図に対応する。
【００６４】
　上述したように、道路灯１によれば、接続箱３０の小型化が実現できるため、その接続
箱３０の上下の位置に表示装置（３５，３６）を配置することが可能となる。よって、こ
の表示装置（３５，３６）の表示部に対向する位置に係る蓋部１２に、開口窓（１３Ａ，
１３Ｂ）を備えることで、蓋部１２を取り外さなくても作業員は目視で表示装置（３５，
３６）の表示画面を確認することができる。
【００６５】
　〈２〉　図２Ｂに示した取付部材５０にアース端子を取り付けることのできる構成とし
ても構わない。図５は、この構成に関し、図３Ｂにならって接続箱３０の内部並びに近傍
を拡大した模式図である。取付部材５０にアース端子５１が取り付けられることで、アー
ス端子５１よりアース線５２を引き出すことができる。これにより、例えば接続箱３０に
雷サージ等の高電圧が印加された場合にアース線５２を介した電流の逃げ道が確保され、
道路灯１の故障・停電のほか、火災等の二次災害を未然に防ぐことができる等、安全性が
確保できる。
【００６６】
　〈３〉　上述した実施形態では、道路灯１が２個１組の発光部（２１，２２）を備える
構成とし、これに伴って１組の電源装置（３１，３２）及び１組の点検用表示装置（３５
，３６）を備える構成であるものとして説明した。しかし、道路灯１は、発光部２１のみ
を備える構成であっても構わない。この場合、道路灯１は、一方の電源装置３１及び一方
の点検用表示装置３５のみを備える構成として構わない。なお、このとき、電源装置３１
及び点検用表示装置３５は、接続箱３０の上方に配置されても下方に配置されても構わな
い。
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【００６７】
　〈４〉　上述の実施形態では、表示装置（３５，３６）が、ライン７９を介して供給さ
れる制御用電圧信号に基づいて、電源装置（３１，３２）に対する制御を行うことにより
、発光部（２１，２２）の調光が行われる構成を想定して説明した。しかし、表示装置（
３５，３６）、電源装置（３１，３２）や発光部（２１，２２）の状態を監視してその旨
の情報を表示する機能のみを有し、電源装置（３１，３２）に対する調光用の制御信号を
出力する機能は備えない構成であっても構わない。この場合、調光用の制御部を表示装置
（３５，３６）とは別に備えるものとしてもよい。
【００６８】
　〈５〉　ケーブルの腐食や劣化並びに漏電等を防止する観点で、接続箱３０には防水機
能を付加するのが好ましい。具体的には、接続箱３０に防水材料を用い、又は／及び接続
箱３０内の開閉部や外部配線取り出し部にパッキンなどを用いることで防水性の構造を実
現してもよい。
【００６９】
　なお、上述したように、本発明の道路灯１では、電源装置（３１，３２）の二次側から
出力されるライン（１７，１８）と、発光部（２１，２２）に接続されるライン（５，６
）とを接続するための接続コネクタ（７，８）が接続箱３０の外側に配置される。この場
合、接続箱３０に防水性を付加したとしても、この外側でライン同士を接続する接続コネ
クタ（７，８）は、接続箱３０の防水機能の恩恵を受けることができない。従って、同様
の目的で、接続コネクタ（７，８）についても防水機能を付加するのが好適である。更に
、接続コネクタ（４５，４８）についても同様に防水機能を付加するものとしても構わな
い。
【符号の説明】
【００７０】
　　　　　１　　　　：　　道路灯
　　　　　２　　　　：　　柱
　　　　３Ａ，３Ｂ　：　　道路
　　　　５，６　　　：　　ライン（第３ライン）
　　　　７，８　　　：　　接続コネクタ
　　　　１１　　　　：　　開口部
　　　　１２　　　　：　　蓋部
　　　　１３Ａ，１３Ｂ　　：　　開口窓
　　　　１５，１６　：　　ライン（第１ライン）
　　　　１７，１８　：　　ライン（第２ライン）
　　　　２１，２２　：　　発光部
　　　　３０　　　　：　　接続箱
　　　　３０Ａ，３０Ｂ　　　：　　端子台部
　　　　３１，３２　：　　電源装置
　　　　３５，３６　：　　点検用表示装置
　　　　４０　　　　：　　配電網
　　　　４１，４２，４３，４４，４６，４７　　　　　：　ライン
　　　　４５，４８　：　　接続コネクタ
　　　　５０　　　　：　　取付部材
　　　　５０Ａ　　　：　　取付部材の突出部
　　　　５０Ｂ　　　：　　取付部材の奥に位置する部分
　　　　５１　　　　：　　アース端子
　　　　５２　　　　：　　アース線
　　　　６０　　　　：　　従来の接続箱
　　　　６１　　　　：　　端子台部
　　　　６２　　　　：　　ブレーカー
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　　　　７１，７２，７３，７４，７５，７６，７７，７９　　：　ライン
　　　１００　　　　：　　従来構成のＬＥＤ道路灯
　　　　Ｄ１，Ｄ２　：　　空間

【図１】 【図２Ａ】



(14) JP 6030887 B2 2016.11.24

【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７】
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